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農林水産省（農林水産物等の生産、流通及び消費の改善を通じた安全性確保）

食品安全委員会（人の健康に与える影響の科学的評価）
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東北農政局における食品表示の適正化に向けた取組

　一般調査　１９年度計画：３，９５６件

 [監 視 指 導 体 制]
　 農政局本局
　 管内農政事務所
　 地域課　約２５０名

 [食品表示１１０番の設置]
　農政局本局
　管内農政事務所    ６ケ所

 [食品表示ウオッチャー]
  　管内５０７人

普及・啓発

 　食品表示フォーラム　  　　１１月１４日（水）　　　　斎藤報恩会地階大会議室（仙台市）

　 食品表示セミナー    　　     １１月２７日（火）　　　　ホテルメトロポリタン山形（山形市）

　 食品品質表示セミナー   　第１回１２月　４日（火）　　　　 エスポールみやぎ（仙台市）
　　　      　　　　　　　　　　　     第２回２０年２月１３日（水）　　同上

監視業務

　特別調査
　①　牛肉及び牛肉加工品の原産地等表示の
          緊急特別調査（平成１８年８月～）
　②　農水産物の表示に関する緊急特別調査
          （平成１８年８月～）
　③　平成１９年産米穀等の特別調査（１０～１２月）
　　　　・ブレンド米を中心とした品質表示状況の確認
      　　　管内　約３５０(全国３０００）件
　　　　・ＤＮＡ分析による品種判別
　　　　　　管内　約　６０(全国　５００）件

　　　(注：①、②は一般調査と一体的に実施）

  食品表示110番
　　 ・統一マニュアルの実施（８月～）
     ・１９年度受付件数　　１，１９８件（４～９月）
        （ うち情報提供９１件　対前年同期比２００％）

不適正な表示に
対する立入検査
等の実施

不正事業者に
対する厳正な措
置

不適正表示の
未然防止

食品表示制度に

対する正しい知

識と理解

監視指導体制

　パンフレットの配付､広報紙の発行等による普及･啓発

管内６県
（独）農林水産消費安全技術センター他

連携

　 食品産業トップセミナー     １１月３０日（金）　　　　パレス宮城野（仙台市）

説明会

　 食品の業者間取引の表示についての説明会     １１月２２日（木）　　　　戦災復興記念館（仙台市）



(９月２８日　第５回食品の業者間取引の表示のあり方検討会資料を元に作成）

○ＪＡＳ法に基づく品質表示基準の表示義務について(加工食品)

生産者 中間原料 製造 消費者

※表示責任者について記載。太線が義務表示、点線が任意表示。

生産者 中間原料 製造 消費者

※表示責任者について記載。太線が義務表示、点線が任意表示。 消費者

任意

任意

任意
消費者

任意

外食
インストア加工

任意

資料２－２

外食
インストア加工

任意 任意

　加工食品　　　義務表示の項目：名称、原材料名、内容量、賞味期限、保存方法、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    製造業者名及び住所、（原料原産地名）、（原産国名）

　 （参考）業者間取引を義務化した場合の姿

　 加工食品については、原料供給者間の取引を表示義務の対象としていない。



資料２－３

食品産業トップセミナー（東北地区)のご案内

食の安全や信頼性に対する消費者の不安が生じている中、食品産業界に対して
は、食品事故の発生を未然に防止する製造管理や事故発生時における危機管理等
適切なリスク管理やそれらが着実に実施されるためのコンプライアンスの徹底が
求められています。また、消費者にとって商品選択の拠りどころとなる食品表示
についても、不適正な事例が相次いでおり、法令等に基づいた適正な表示への対
応が必要となっています。

消費者の食に対する信頼を確実なものとするため、食品製造や外食産業に携わ
る各企業において、その社会的責任を十分に踏まえた消費者重視の経営が遂行さ
れるように経営者の意識を高めることを目的として、本年度５月２１日仙台市内
で食品産業トップセミナーを開催したところですが、今回改めて、食品産業トッ
プセミナーを開催します。

１．日時及び会場等

日 時 平成１９年１１月３０日（金） １３：１５～１６：４５
場 所 パレス宮城野 ２階「はぎの間」

（宮城県仙台市青葉区上杉３丁目３番１号）

２．セミナーの議事（予定）

第１部 コンプライアンスについて
講師予定者：公認会計士 新日本監査法人ＣＳＲ推進部長

大久保 和孝 氏
第２部 食品表示とＪＡＳ法について

講師予定者：東北農政局消費・安全部長
武田 真甲子

第３部 食品衛生法について
講師予定者：宮城県石巻保健所 食品衛生指導専門監

阪本 康夫 氏

３．主催 東北農政局

４．参集範囲
食品製造事業者、外食産業事業者、流通事業者の経営者及び役員のほか社員

５．聴講申し込み要領
・ 聴講を希望される場合は、別紙申込用紙に、①会社名、②住所、③出席者名（役

職名を含む）、④電話番号、⑤ＦＡＸ番号を御記入の上、１１月２２日（木）（必
着）までに下記問い合わせ先へ、ＦＡＸにてお申し込み下さい（電話でのお申し込
みは御遠慮下さい）。

・ 聴講希望者多数の場合は先着順に聴講可能とし、会場収容人数（定員１５０名）
の都合上、お申し込みのない方の聴講はお断りする場合もありますので御了承下さ
い｡

・ 途中退席はできませんので、予め御了承下さい。
・ 当日、駐車場はありませんので御了承下さい。

６．その他
・ 本セミナーに参加された企業名等を公表することがありますので、予め御了承下

さい
・ 聴講に際し、参加料等は必要ありません。





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農林水産省委託事業 

平成19年 11月 27日（火） 
13：30～16：30  

平成 19年 12月 4 日（火）
13：０0～15：40 

平成 20年 2月 13日（水） 
13：０0～15：40 

山形市 
ホテルメトロポリタン山形 

仙台市
エスポールみやぎ（宮城県青年会館） 

食品流通事業者
（水産物、農産物、畜産物の卸・仲卸・小売） 

食品関連事業者
（製造業者 ほか） 

（財）食品流通構造改善促進機構
お問い合わせ先 

 経営指導部TEL 03(5543)8023  

（財）食品産業センター
お問い合わせ先  

企画調査部TEL 03(3224)2366 

事業者のための
食品表示セミナー 食品品質表示セミナー
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